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ベ
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ス
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座
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こ
ど
も

こ
ど
も
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祉
・
医
療

福
祉
・
医
療

保
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金

保
険
・
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相　
談

相　
談

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を

希
望
す
る
方
は
認
定
申
請
を　

あ
市
内
に
住
所
が
あ
る
、
昭
和
27
年
７

月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
で
、
日
常

生
活
に
介
護
が
必
要
な
た
め
介
護
保
険

の
サ
ー
ビ
ス
を
希
望
す
る
方　
が
介
護

保
険
被
保
険
者
証
、
本
人
確
認
が
で
き

る
書
類　
か
介
護
保
険
課
、
各
総
合
支

所
市
民
生
活
課
、
本
庁
の
各
支
所
へ
。

こ
介
護
保
険
課（
☎
231−

３
１
８
４
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験

　
　
い
10
月
８
日（
日
）午
前
10
時　
え
山
口

大
学
吉
田
キ
ャ
ン
パ
ス（
山
口
市
吉
田
）

き
８
１
０
０
円（
山
口
県
収
入
証
紙
）　

か
６
月
19
日
～
７
月
14
日（
必
着
）ま
で
。

受
験
案
内
は
６
月
19
日（
月
）か
ら
介
護

保
険
課
、
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課
、

本
庁
の
各
支
所
で
配
布
。
※
郵
送
請
求

の
場
合
、「
介
護
支
援
専
門
員
受
験
案
内

請
求
」と
朱
書
き
し
、
250
円
分
の
切
手
を

貼
っ
た
返
信
用
封
筒（
縦
33
㌢
×
横
24
㌢

以
上
で
、
返
送
先
の
住
所
・
氏
名
を
記

入
）を
同
封
し
、
山
口
県
長
寿
社
会
課
地

域
包
括
ケ
ア
推
進
班（
〒
753−

８
５
０
１

山
口
市
滝
町
１
番
１
号　
☎
083−
933−
２

７
８
８
）へ
。

こ
介
護
保
険
課（
☎
231−
１
３
７
１
）

後
期
高
齢
者
医
療

歯
科
健
康
診
査
の
受
診
を　
　

あ
昭
和
16
年
４
月
１
日
～
17
年
３
月
31

日
生
ま
れ
の
方
か
平
成
28
年
度
に
障
害

認
定
に
よ
り
新
た
に
加
入
し
た
方　
げ

▽
健
診
項
目
＝
口
の
中
の
状
態
、
噛
む

力
、
舌
の
動
き
、
飲
み
込
む
力
の
確
認

▽
受
診
期
間
＝
６
月
１
日
～
平
成
30
年

１
月
31
日　
▽
受
診
機
関
＝
市
内
の
各

歯
科
医
療
機
関（
受
診
券
送
付
時
に
一
覧

表
を
同
封
）※
対
象
者
に
は
受
診
券
を
送

付
し
て
い
ま
す
。
受
診
券
を
紛
失
し
た

場
合
は
被
保
険
者
証
を
持
参
し
、
保
険

年
金
課
、
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課
、

本
庁
の
各
支
所
に
て
受
診
券
の
再
交
付

申
請
を　
き
300
円　
が
歯
科
健
康
診
査

受
診
券
、
質
問
票（
質
問
が
記
載
し
て
あ

る
紙
）、
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

※
詳
細
は
、
山
口
県
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
業
務
課
保
健
事
業
推
進
係（
☎

083−

921−

７
１
１
２
）

こ
保
険
年
金
課（
☎
231−

１
３
０
６
）

65    
歳
以
上
の
方
の
介
護
保
険
料
の

減
免
申
請
を　
　

あ
け
①
災
害
や
所
得
の
著
し
い
減
少
な

ど
で
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
方
＝
随

時　
②
保
険
料
所
得
段
階
が
第
２
・
第

３
段
階
の
方
の
う
ち
、
前
年
の
収
入
が

１
人
世
帯
で
90
万
円
以
下（
２
人
以
上
の

場
合
、
１
人
世
帯
の
90
万
円
に
１
人
に

つ
き
45
万
円
を
加
算
し
た
額
以
下
）で
、

市
民
税
課
税
者
に
扶
養
さ
れ
て
お
ら
ず
、

資
産
活
用
し
て
も
な
お
生
活
が
困
窮
し

て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
方
な
ど
＝
６
月

15
日
～
平
成
30
年
３
月
31
日（
７
月
16
日

以
降
の
申
請
の
場
合
、
申
請
日
以
降
に

到
来
す
る
納
期
分
が
対
象
）　
か
介
護
保

険
課
、
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課
、
本

庁
の
各
支
所
へ
。

こ
介
護
保
険
課（
☎
231−

１
１
３
８
）

　

相
　
談

特
設
人
権
相
談
所　
　

え
い
▽
し
も
の
せ
き
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー

＝
６
月
１
日（
木
）午
前
10
時
～
午
後
３

時　
▽
菊
川
町
総
合
福
祉
会
館
・
川
棚

公
民
館
・
豊
北
保
健
セ
ン
タ
ー
・
社
会

福
祉
協
議
会
豊
田
支
所
＝
６
月
１
日（
木
）

午
前
10
時
～
正
午　
※
詳
細
は
、
山
口

地
方
法
務
局
下
関
支
局（
☎
234−

４
０
０

０
）へ

こ
人
権
・
男
女
共
同
参
画
課

　
　
　
　
　
　
　
（
☎
222−

０
８
２
７
）

弁
護
士
無
料
法
律
相
談　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

●
菊
川
総
合
支
所
＝
い
６
月
16
日（
金
）

午
後
１
時
～
４
時　
ぎ
６
人（
先
着
順
）

か
６
月
１
日
～
16
日
に
、
電
話
で
菊
川

総
合
支
所（
☎
287−

４
０
０
９
）へ
。

●
市
民
相
談
所
＝
い
毎
週
月
・
木
曜
日

の
午
前
９
時
～
正
午
、
午
後
１
時
～
４

時　
※
祝
日
休
み　
ぎ
12
人（
相
談
日
の

１
週
間
前
か
ら
直
接
か
電
話
で
予
約
を
）

※
職
員
に
よ
る
一
般
相
談
は
平
日
の
午

前
９
時
～
午
後
４
時
に
実
施

こ
市
民
相
談
所（
☎
231−

３
７
３
０
）　

「
特
設
行
政
相
談
所
」の

一
日
行
政
相
談
会　
　

い
６
月
19
日（
月
）午
前
10
時
～
午
後
３

時　
え
市
役
所
本
庁
舎
新
館
１
階
エ
ン

ト
ラ
ン
ス　
※
詳
細
は
、
総
務
省
山
口

行
政
評
価
事
務
所（
☎
083−922−

１
５
９
１
）

こ
市
民
文
化
課（
☎
231−

１
８
３
０
）

　

お
知
ら
せ

市
芸
術
文
化
団
体
育
成
補
助
金
の

交
付
申
請
を　
　

あ
▽
市
内
の
芸
術
文
化
団
体
で
次
に
該

当
す
る
団
体　
▽
市
内
で
広
く
市
民
を

対
象
と
し
た
芸
術
・
文
化
活
動
を
行
っ

て
い
る
団
体　
▽
団
体
結
成
後
、
３
年

以
上
の
活
動
実
績
を
有
し
て
い
る
団
体

保
険
・
年
金

相
　
談

お
知
ら
せ

生活・福祉の総合相談窓口

【本所】　　（☎232-2003） （貴船町）
【菊川支所】（☎287-0126） （下岡枝）
【豊田支所】（☎766-0641） （矢田）
【豊浦支所】（☎774-1122） （川棚）
【豊北支所】（☎782-1745） （滝部）

社会福祉法人下関市社会福祉協議会

　あなたの悩み、家族の悩み、家計、
就労、子育て、家族関係などの困り
ごとの解決を支援します。家族やまわ
りの方からも相談できます。
い平日午前９時～午後５時

（土・日曜日、祝日、年末年始除く）

相談無料、秘密厳守

内　容 日 曜 時　間 会　場

行政相談

８ 木 13:00～16:00 長府公民館
12 月 10:00～12:00 菊川町総合福祉会館
14 水

13:00～16:00
市役所本庁舎新館５階

16 金 川中公民館

20 火
10:00～12:00

豊浦総合支所
豊北保健センター

23 金 社会福祉協議会豊田支所

人権相談
８ 木

10:00～12:00

小月公民館
勝山公民館

12 月 菊川町総合福祉会館
20 火 豊北保健センター

年金相談 14 水 13:00～16:00 市役所本庁舎新館５階

行政相談･人権相談･年金相談（６月）
 ・行政相談…国の行政機関に関する苦情、要望、意見など
　【詳細】山口行政評価事務所　（☎083-932-1100） 
 ・人権相談…差別、暴行、虐待、セクハラ、パワハラ、
　いじめ、体罰、名誉侵害など、人権問題全般
　【詳細】山口地方法務局 下関支局　（☎234-4000）
 ・年金相談…年金に関すること
　【詳細】山口県社会保険労務士会 下関支部
　　　　                    　　　（☎083-923-1720）
こ市民文化課（☎231-1830）

「どうしよう」
抱え込まずに まず相談！

を

18平成29年６月号
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・
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療
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・
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・
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ら
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ら
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保
険
・
年
金

相
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▽
構
成
員
が
10
人
以
上
で
会
則
を
制
定

し
て
い
る
団
体　
げ
▽
対
象
事
業
＝
広

く
市
民
に
芸
術
・
文
化
活
動
の
成
果
を

発
表
す
る
こ
と
を
目
的
に
実
施
す
る
事

業
、
補
助
対
象
経
費（
報
償
費
、
印
刷
製

本
費
、
会
場
使
用
料
）の
合
計
金
額
が
10

万
円
を
超
え
、
30
万
円
を
超
え
な
い
事

業（
３
０
０
０
円
を
超
え
る
入
場
料
な
ど

を
徴
収
す
る
事
業
は
対
象
外
）　
▽
補
助

金
額
＝
１
団
体
に
つ
き
補
助
対
象
経
費

の
２
分
の
１
の
金
額（
上
限
10
万
円
）　

ぎ
３
団
体（
先
着
順
）　
か
６
月
19
日（
月
）

か
ら
、申
請
書
と
会
則
、事
業
計
画
書
・

収
支
予
算
書
、
会
員
名
簿
を
、
直
接
か

郵
送
で
市
民
文
化
課（
〒
750−

８
５
２
１

市
内
南
部
町
１
番
１
号
）へ
。
※
申
請
書

は
市
民
文
化
課
で
配
布

こ
市
民
文
化
課（
☎
231−

４
６
９
１
）

｢

山
口
県
よ
ろ
ず
支
援
拠
点
」に
よ
る

出
張
相
談
会

あ
市
内
に
事
業
所
を
有
す
る
中
小
企
業
・

小
規
模
事
業
者　
い
６
月
14
日（
水
）午

前
10
時
～
午
後
４
時　
え
市
役
所
上
田

中
町
庁
舎
３
階
第
一
会
議
室　
ぎ
４
事

業
者（
先
着
順
）　
か
前
日
ま
で
に
、
電

話
で
山
口
県
よ
ろ
ず
支
援
拠
点（
☎
083−

922−

３
７
０
０
）へ
。

こ
産
業
振
興
課（
☎
232−
７
２
１
４
）

Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
の
保
管
・
処
分
状
況
等

の
届
け
出
を　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

　
市
内
で
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
を
保
管
・
処

分
す
る
事
業
者
は
、
前
年
度
１
年
間
の

Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
の
保
管
・
処
分
の
状
況

を
市
に
届
け
出
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

あ
▽
対
象
期
間
＝
平
成
28
年
４
月
１
日
～

29
年
３
月
31
日　
か
６
月
30
日（
金
）ま

で
に
、
廃
棄
物
対
策
課（
〒
751−

０
８
４

７
市
内
古
屋
町
一
丁
目
18
番
１
号
）へ
。

※
様
式
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
を

こ
廃
棄
物
対
策
課（
☎
252−

７
１
５
２
）

漏
水
を
調
べ
て
み
ま
せ
ん
か
？　

　
お
客
さ
ま
の
水
道
メ
ー

タ
か
ら
蛇
口
ま
で
の
間
で

漏
水
し
た
水
は
、
水
道
料

金
に
加
え
ら
れ
ま
す
。
漏

水
が
な
い
か
調
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。

▽
家
の
蛇
口
を
全
て
閉
め
、
水
道
メ
ー

タ
を
見
ま
す
。パ
イ
ロ
ッ
ト
マ
ー
ク（
図
）

が
回
っ
て
い
た
ら
漏
水
し
て
い
ま
す
。

漏
水
箇
所
が
分
か
る
場
合
は
、
上
下
水

道
局
指
定
の
給
水
装
置
工
事
事
業
者
に

修
理
の
依
頼
を（
修
理
費
用
は
、
自
己
負

担
）。
漏
水
箇
所
が
不
明
な
場
合
は
、
上

下
水
道
局
に
連
絡
を
。

こ
上
下
水
道
局
給
水
課（
☎
231−

３
１
１
５
）

６
月
の
臨
時
休
館
・
休
場
日　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

●
証
明
書
コ
ン
ビ
ニ
交
付
の
一
時
休
止

＝
い
６
月
３
日（
土
）午
前
６
時
30
分
～

午
後
１
時（
停
電
の
た
め
）

こ
市
民
サ
ー
ビ
ス
課（
☎
231−

１
１
９
０
）

●
新
下
関
市
場
＝
い
7
・
14
・
21
・
28

日
、
日
曜
日　

こ
青
果
市
場
室（
☎
256−

０
２
７
７
）

●
唐
戸
市
場
＝
い
７
・
28
日

こ
市
場
流
通
課（
☎
231−

１
４
４
０
）

浄
化
槽
法
定
検
査
を
受
け
ま
し
ょ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
浄
化
槽
を
使
用
し
て
い
る
方
は
、
使

用
を
始
め
て
３
カ
月
経
過
後
５
カ
月
の

間
と
、
そ
の
後
１
年
に
１
回
は
県
知
事

が
指
定
し
た
検
査
機
関
の
山
口
県
浄
化

槽
協
会
に
よ
る
検
査
が
法
律
で
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
浄
化
槽
が
適
正
に
維
持
管
理
さ
れ
、

本
来
の
機
能
が
十
分
発
揮
さ
れ
て
い
る

か
を
確
認
す
る
検
査
で
す
。
維
持
管
理

業
者
と
委
託
契
約
を
し
て
い
て
も
、
検

査
は
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
※

検
査
の
時
期
に
な
っ
た
ら
、
山
口
県
浄

化
槽
協
会
か
ら
案
内
が
あ
り
ま
す

こ
廃
棄
物
対
策
課（
☎
252−

０
９
７
８
）

鶏
の
ニュ
ー
カ
ッ
ス
ル
病

予
防
ワ
ク
チ
ン
接
種
を　
　
　
　

　あ
市
内
で
鶏
を
飼
っ
て
い

る
方　
い
実
施
月
＝
７
月

※
詳
細
が
決
定
次
第
、
申

込
者
に
連
絡　
か
６
月
１
日
～
16
日（
必

着
）に
、は
が
き
か
フ
ァ
ク
ス
で
、
ご（
７

㌻
）と
フ
ァ
ク
ス
番
号
、
鶏
飼
養
羽
数
を

書
い
て
、市
家
畜
自
衛
防
疫
協
議
会（
〒

750−

０
０
０
９
市
内
上
田
中
町
一
丁
目
16

番
３
号　
く
231−

１
０
６
４
）へ
。

こ
農
業
振
興
課（
☎
231−

１
２
２
６
）

平
成
29    
年
度　
慰
霊
巡
拝　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

　
厚
生
労
働
省
は
、
先
の
大
戦
で
の
戦

没
者
の
遺
族
を
対
象
と
し
た
慰
霊
巡
拝

を
行
っ
て
い
ま
す
。

あ
実
施
地
域
で
の
戦
没
者
の
遺
族（
配
偶

者
、
子
、
兄
弟
姉
妹
）で
、
原
則
80
歳
以

下
の
方　
え
実
施
地
域
＝
ハ
バ
ロ
フ
ス

ク
地
方
、
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
州
、
ク
ラ
ス

ノ
ヤ
ル
ス
ク
地
方
、
沿
海
地
方
、
中
国

東
北
地
方
、
東
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
、
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
、
硫
黄
島
、
ト
ラ
ッ
ク
諸

島
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ギ

ル
バ
ー
ト
諸
島　
※
参
加
者
へ
旅
費（
国

内
を
含
む
）の
一
部
補
助
あ
り

こ
福
祉
政
策
課（
☎
231−

１
４
１
８
）

産
業
廃
棄
物
管
理
票
交
付
等

状
況
報
告
書
の
提
出
を　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
市
内
で
産
業
廃
棄
物
を
排
出
し
た
対

象
事
業
者
は
、
前
年
度
１
年
間
に
交
付

し
た
産
業
廃
棄
物
管
理
票（
マ
ニ
フ
ェ
ス

ト
）の
状
況
な
ど
の
報
告
書
を
市
に
提
出

す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

あ
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
を
交
付
し
た
事
業
者

か
、
２
次
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
を
交
付
し
た

中
間
処
理
業
者（
そ
れ
ぞ
れ
電
子
マ
ニ
フ

ェ
ス
ト
を
利
用
し
た
場
合
を
除
く
）　
▽

対
象
期
間
＝
平
成
28
年
４
月
１
日
～
29

年
３
月
31
日　
か
６
月
30
日（
金
）ま
で

に
、
廃
棄
物
対
策
課（
〒
751−

０
８
４
７

市
内
古
屋
町
一
丁
目
18
番
１
号
）へ
。
※

様
式
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
を

こ
廃
棄
物
対
策
課（
☎
252−

７
１
５
２
）

災
害
に
備
え
て　
　
　
　
　
　

　
今
年
も
出
水
期
に
入
り

ま
し
た
。
昨
年
８
月
に
は

台
風
に
よ
り
北
海
道
、
東

北
地
方
で
人
命
が
失
わ
れ

る
と
い
う
甚
大
な
被
害
と
な
り
ま
し
た
。

　
市
で
は
、
津
波
・
高
潮
・
洪
水
・
内

水
氾
濫
に
よ
る
浸
水
区
域
、
土
砂
災
害

警
戒
区
域
、
避
難
所
な
ど
を
記
載
し
た

各
種
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
作
成
し
、
対

象
地
区
に
配
布
し
て
い
ま
す
。
日
ご
ろ

か
ら
近
く
の
避
難
所
や
安
全
な
避
難
経

路
、
周
辺
に
災
害
が
発
生
し
そ
う
な
箇

所
は
な
い
か
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

●「
下
関
市
防
災
メ
ー
ル
」に
登
録
を
！

　
防
災
情
報（
気
象
・
地
震
・
避
難
情
報

な
ど
）を
配
信
し
て
い
ま
す
。
登
録
し
て

い
な
い
方
は
登
録
し
ま
し
ょ
う
。
登
録

方
法
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
を
。

こ
防
災
安
全
課（
☎
231−

９
３
３
３
）

お
知
ら
せ

ボートレース下関
６月の開催日程・イベント

●17日～22日＝ナイターレース
サンケイスポーツ杯争奪戦
●26日～７月１日＝ナイターレー
ス　楽天銀行杯
【イベント】
▷ふあふあシーボー＝い10日
（土）午前10時～午後２時30分
▷ペアボート体験試乗会＝い
①10日（土）午前11時～、午後
１時～　②24日（土）午後１時～
ぎ①各30人　②50人　※いず
れも先着順　▷オートレーサー
森且行選手トークステージ＝
い28日（水）午後６時33分ごろ～、
午後７時29分ごろ～
おき入場料＝100円（10･24日は無料）
こボートレース下関
　　　　　　（☎246-1161）

19 平成29年６月号


